
ファミリーさんわ 利用料金について

利用者収入による階層区分 月額利用料 

A 1,000,000円以下 20,000円 

B 1,000,001円へ1,500,000円以下 30,000円 

C 1,500,001円へ2,000,000円以下 40,000円 

D 2,000,001円以上 50,000円 

備考

この表において,「利用者収入」とは,前年の収入から,租税,社会保険料,医療費

等の必要経費を控除した後の収入という。

臆その他

給食費 実費を利用者で按分

光熱水質 居室の電気料及び共有施設の光熱水費を利用者で按分

※上記費用のほか,新聞代及び電話料等自己のために要する経費は利用者の負担に

なります。


